
海岸の保全に関する基本的な事項及び海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
後志檜山沿岸
大島小島ゾーン（松前町大島，松前町小島）

天端高（T.P.m） 天端高（T.P.m）

① 松前町 1 小島漁港 小島地先 水産庁 護岸 - 95 +7.2 95 +7.2 松前町の一部

② A

ゾーン全域

③ B

ゾーン全域

④ C

ゾーン全域

⑤ D

ゾーン全域

維持又は修繕の方法大
項
目

小項目

現状の問題点 海岸保全の方向・施策
状況下段（）内は

設計津波水位

番
号

事項 市町村名 地区番号 地区名 計画区域

ゾ
ー

ン
区
分

図面番号

課題 海岸の保全に関する事項 海岸保全施設の整備に関する事項

受益の地域及びその状況

所管省庁区分 区域番号 延長等 延長等

区域

種類
新設「◎」
改良「○」
現況「－」

規模（現況） 規模（計画）

地域

海岸共生意識の啓発・活
動の支援

沿岸利用の適正化

大
島
小
島
ゾ
ー

ン

防
護

ゾーン全域

環
境

利
用

 ●釣り利用者等によるゴミの投棄など無
秩序な利用による環境への影響を最小限
に抑える.

 ●保存すべき貴重な自然環境に対して、
一般市民の理解や認識を深めるための
啓発活動を支援する．

 ●優れた自然崖地海岸などの保全が必
要であるため，現況の自然海岸を残す．

 ●貴重な海鳥類の繁殖・生育地及び植
生の自然環境に十分配慮する．

 ●基本として施設整備に慎重な取り組み
とする．

●オオミズナギドリの個体
数が非常に危険な水準ま
で減少している．

沿岸域における動植物の
生息・生育環境の保全

保全施設整備における環
境への配慮

海岸景観の保全



海岸の保全に関する基本的な事項及び海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
後志檜山沿岸
松前半島ゾーン（松前町白神岬～上ノ国町洲根子岬）

天端高（T.P.m） 天端高（T.P.m）

① 松前町 3 白神 白神地先 水管理・国土保全局 護岸 - 2,500 - 2,500
+7.4
(+2.8)

松前町の一部
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

白神漁港 白神地先 水産庁 消波堤 ○ 42 +2.0 42 +2.5
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

4 荒谷 荒谷地先 水管理・国土保全局 護岸 ○ 1,588 +4.9～+6.3 1,588
+7.4 
(+2.8)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

①-1 突堤 ◎ - - 25 +5.8 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

5 大沢 大沢地先 水管理・国土保全局 離岸堤 ◎ - - 1,020 +4.4 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 3基360 +2.9 3基360 +4.4
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 1,260 +5.2～+5.9 1,260
+5.2～+6.8 

(+2.8)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

①-2-2 消波堤 ○ 133 +1.9～+2.9 133 +2.4～+3.4
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

大沢地先 水産庁 護岸 - 210 +4.9 210
+4.9 
(+2.8)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 28 +2.7 28 +3.2
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 1基100 +1.3 1基100 +1.8
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

6 朝日 朝日地先 水管理・国土保全局 護岸 - 560 +5.2～+5.9 560
+5.2～+5.9 

(+2.8)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 3基520 +1.8～+2.9 3基520 +2.8～+3.9
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

朝日地先 水産庁 直立護岸 ○ 580 +4.8～+5.3 580
+7.4 
(+2.8)

住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 95 +4.8 95 +5.3 住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

7 月島 豊岡地先 水管理・国土保全局 ①-4 直立護岸 ○ 800 +4.6～+5.4 800
+5.6～+6.4 

(+2.8)
住宅地

・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 3基200 +2.1～+2.3 3基200 +3.6～+3.8
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

松城地先～唐津地先 水管理・国土保全局 ①-5 緩傾斜護岸 ◎ - - 170
+7.4 
(+2.8) 住宅地

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

8 福山 福山地先 水管理・国土保全局 護岸 ○ 130 +5.4 130
+7.4 
(+2.8)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 1基30 +2.8 1基30 +4.3
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

9 松前港 唐津地先～博多地先 港湾局 ①-5-1 護岸 ○ 390 +5.5 390
+7.4 
(+2.8)

住宅地
 

大磯地先 港湾局 ①-5-2 離岸堤 ○ 5基287 +2.1～+2.8 5基287 +2.6～+3.3 住宅地
 

10 建石 建石地先 港湾局 ①-5-3 護岸 ○ 20 +5.4 20
+7.3 
(+2.6)

 

11 館浜 折戸地先～館浜地先 水管理・国土保全局 ①-7 護岸 ○ 930 +5.4～+7.7 930
+7.3～+8.7 

(+2.6)
住宅地

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

館浜漁港 折戸地先～館浜地先 水産庁 離岸堤 ○ 1基45 +2.4～+3.1 1基45 +3.6～+4.6 住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 1基260 +2.4～+3.1 1基260 +2.9～+3.6 住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 555 +3.4～+3.9 555
+5.0 
(+3.3)

住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 51 +3.4 51 +3.9 住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

12 札前 札前地先 水管理・国土保全局 ①-8 直立護岸 ○ 970 +4.9～+7.3 970
+7.4～+8.3 

(+2.3)
住宅地

・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

札前漁港 札前地先 水産庁 ①-9 直立護岸 ○ 170 +4.9 170
+7.4 
(+2.3)

住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

直立護岸 ○ 145 +4.9 145
+7.4 
(+2.3)

住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

13 赤神 赤神地先 水管理・国土保全局 ①-9-1 堤防 ○ 540 +7.1 540
+7.4 
(+2.3)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 ○ 30 +5.4 30
+7.4 
(+2.3)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

14 静浦 赤神地先～静浦地先 水管理・国土保全局 ①-10 離岸堤 ◎ - - 880 +2.5 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 880 +4.8～+5.6 880
+7.4 
(+2.3)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 20 +3.7 20 +4.2
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

静浦漁港 赤神地先～静浦地先 水産庁 護岸 ○ 261 +4.4～+5.6 261
+7.4 
(+2.3)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 20 +1.8～+3.4 20 +2.3～+3.9
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

15 茂草漁港 茂草地先 水産庁 ①-11 護岸 ○ 288 +4.9～+7.1 288
+7.4 
(+2.3)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 1基28 +4.4 1基28 +4.9
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

茂草 茂草地先 水管理・国土保全局 ①-11-1 離岸堤 ○ 3基560 +1.8～+3.3 3基560 +3.3～+4.8 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

緩傾斜護岸 ○ 114 +6.0～+7.1 560
+7.4 
(+2.3)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 ○ 580 +7.0～+7.8 580
+7.4～+8.8 

(+2.3)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

16 小浜 小浜地先 水管理・国土保全局 護岸 - 250 +8.1～+8.2 250
+8.1～+8.2 

(+2.3)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 150 +7.3 150 +7.8
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

維持又は修繕の方法大
項
目

小項目

現状の問題点 海岸保全の方向・施策
状況下段（）内は

設計津波水位

番
号

事項 市町村名 地区番号 地区名 計画区域
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ン
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課題 海岸の保全に関する事項 海岸保全施設の整備に関する事項

受益の地域及びその状況

所管省庁区分 区域番号 延長等 延長等

区域

種類
新設「◎」
改良「○」
現況「－」

規模（現況） 規模（計画）

地域

松
前
半
島
ゾ
ー

ン

1/4

防
護

①-2

①-2-1

①-3

大沢朝日
（大沢地区）
漁港

大沢朝日
（朝日地区）
漁港

●施設の新設及び既存施設の効果維持
を図る．

海岸保全施設の効果の維
持

①-6

2/4

●波浪による越波被害
●施設の老朽化



海岸の保全に関する基本的な事項及び海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
後志檜山沿岸
松前半島ゾーン（松前町白神岬～上ノ国町洲根子岬）

天端高（T.P.m） 天端高（T.P.m） 維持又は修繕の方法大
項
目

小項目

現状の問題点 海岸保全の方向・施策
状況下段（）内は

設計津波水位

番
号

事項 市町村名 地区番号 地区名 計画区域

ゾ
ー

ン
区
分

図面番号

課題 海岸の保全に関する事項 海岸保全施設の整備に関する事項

受益の地域及びその状況

所管省庁区分 区域番号 延長等 延長等

区域

種類
新設「◎」
改良「○」
現況「－」

規模（現況） 規模（計画）

地域

① 松前町 17 清部 小浜地先～清部地先 水管理・国土保全局 ①-12 離岸堤 ◎ - - 560 +2.5 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 560 +6.5～+7.6 560
+7.4～+8.6 

(+2.3)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

清部漁港 小浜地先～清部地先 水産庁 ①-13 離岸堤 ◎ - - 350 +2.5 住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 1基40 +2.0～+3.1 1基40 +2.5～+3.6 住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ◎ - - 244
+7.4 
(+2.3)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 146 +4.4～+6.5 146
+7.4～+7.5 

(+2.3)
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

18 大津 大津地先 農振局 ①-14 護岸 ○ 300 +6.0 300
+7.4 
(+2.3)

農地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 305 +6.0 305 +6.0
・現在行っている日常巡視・点検により、適切な維持・修繕を行う。

19 江良漁港 江良地先 水産庁 護岸 ○ 100 +6.0 100
+7.4 
(+2.3)

農地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

20 二越 二越地先 水管理・国土保全局 護岸 ○ 260 +4.3 260
+7.4 
(+2.3)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

①-20 護岸 ○ 230 +4.4 230
+7.4 
(+2.3)

住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

21 白坂 白坂地先 水管理・国土保全局 消波堤 ○ 90 +6.0 90 +6.5
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

22 原口 原口地先 水管理・国土保全局 ①-15 離岸堤 ○ 4基500 +2.8～+3.0 4基500 +4.3～+4.5 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 500 +6.1～+7.3 500
+6.6～+8.3 

(+2.3)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

原口漁港 原口地先 水産庁 ①-15-1 護岸 ○ 10 +4.8～+5.7 10
+7.4
(+2.3)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 165 +6.4 165
+7.7 
(+2.3)

住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

26 石崎漁港 石﨑地先 水産庁 ①-17 離岸堤 ◎ - - 505 +2.5 住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ◎ - - 285
+7.7 
(+2.3)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 220 +6.6 220
+7.7 
(+2.3)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

28 汐吹 汐吹地先 水管理・国土保全局 消波堤 ○ 460 +4.9～+5.6 460 +5.4～+6.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

汐吹漁港 汐吹地先 水産庁 ①-21 護岸 ○ 102 +4.5 102
+7.7 
(+2.3)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

29 扇石 扇石地先 水管理・国土保全局 ①-18 離岸堤 ◎ - - 425 +2.5 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 150 +5.4 150
+6.6 
(+2.3)

住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 ○ 600 +5.4～+6.7 600
+7.7 
(+2.3)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

30 木ノ子 木ノ子地先 水管理・国土保全局 ①-19-1 離岸堤 ◎ - - 545 +2.5 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 680 +4.8～+6.9 680
+7.7 
(+2.3)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

①-19-2 護岸 ○ 104 +5.5 104
+7.7 
(+2.3)

住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 ○ 1,330 +4.8～+6.6 1,330
+7.7 
(+2.3)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

突堤 ○ 2基100 +2.0 2基100 +2.5
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

31 小安在 小安在地先 水管理・国土保全局 ①-20 護岸 ○ 500 - 500
+7.7 
(+2.3)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

34 原歌 原歌地先 水管理・国土保全局 護岸 ○ 500 +5.4～+6.0 500
+7.4 
(+2.3)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

② 砂浜の保全 上ノ国町 31 小安在 小安在地先 水管理・国土保全局 ②-1 離岸堤 ◎ - - 490 +2.5 上ノ国町の一部 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

③ 防災ソフト対策の充実 ゾーン全域

松
前
半
島
ゾ
ー

ン

2/4

防
護

3/4

4/4

1/4～4/4

●施設の新設及び既存施設の効果維持
を図る．

海岸保全施設の効果の維
持

●汀線の回復及び現状の汀線維持を図
る．

●砂浜の減少及びそれに
伴う越波被害．

●津波被害が懸念されて
いる．

●地域や関係機関と連携してソフト面の
充実を図る．

●波浪による越波被害
●施設の老朽化



海岸の保全に関する基本的な事項及び海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
後志檜山沿岸
松前半島ゾーン（松前町白神岬～上ノ国町洲根子岬）

天端高（T.P.m） 天端高（T.P.m） 維持又は修繕の方法大
項
目

小項目

現状の問題点 海岸保全の方向・施策
状況下段（）内は

設計津波水位

番
号

事項 市町村名 地区番号 地区名 計画区域

ゾ
ー

ン
区
分

図面番号

課題 海岸の保全に関する事項 海岸保全施設の整備に関する事項

受益の地域及びその状況

所管省庁区分 区域番号 延長等 延長等

区域

種類
新設「◎」
改良「○」
現況「－」

規模（現況） 規模（計画）

地域

④ ●藻場の減少 ●藻場に配慮する． A

B

⑤ 海岸景観の保全 C

⑥ D

ゾーン全域

⑦ E

⑧ F

ゾーン全域

⑨ G

●ゴミ等による景観悪化や
動植物の生態系への悪影
響が懸念されている．

利
用

●特定植物群落及び海浜植生に配慮す
る．

●地域と連携して海岸におけるゴミ対策
や清掃等の海岸愛護活動を支援する．

●地域と連携して海岸の歴史・文化の保
存継承に配慮する．

●地域と連携してモラルの向上を図るた
めの啓発活動を支援する．

●パブリックアクセスを確保する．

●自然公園指定地域及び景勝地での景
観に配慮する．
●自然海浜の維持に配慮する．
●現在，消波ブロック等により景観が悪
化している地域についてはブロックの移
設，施設の改良等の検討を行う．

松
前
半
島
ゾ
ー

ン

1/4～4/4

環
境

沿岸域における動植物の
生息・生育環境の保全

●特定植物群落及びハマ
ナス，ハマボウフウ等の海
浜植生の減少が懸念され
ている．

●海岸景観の悪化が懸念
されている．

海岸共生意識の啓発・活
動の支援

●海岸の歴史の保存継承
が不十分

歴史・文化の保存継承へ
の配慮

多様化する利用の調整 ●海岸利用者間のトラブ
ルの発生が懸念されてい
る．

海岸利用サービスの充実 ●利便施設の不足
●海岸へのアクセスが困
難



海岸の保全に関する基本的な事項及び海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
後志檜山沿岸
江差ゾーン（上ノ国町洲根子岬～ポンモシリ岬（八雲町・せたな町界））

天端高（T.P.m） 天端高（T.P.m）

① 上ノ国町 35 大澗 大澗地先 水管理・国土保全局 離岸堤 ○ 500 +2.0 500 +2.5
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

36 大澗地先 水産庁 護岸 ○ 280 +3.0 280
+7.4
(+2.3)

住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 520 +4.8～+5.9 520
+7.4
(+2.3)

住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

37 向浜 向浜地先 農振局 ①-2 護岸 ○ 800 +5.8 800
+7.4
(+2.3)

住宅地・農地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

突堤 ○ 740 +0.8 740 +1.3
・現在行っている日常巡視・点検により、適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 775 +1.9 775 +2.4
・現在行っている日常巡視・点検により、適切な維持・修繕を行う。

陸閘 - 3 - 3
+7.4
(+2.3)

・現在行っている日常巡視・点検により、適切な維持・修繕を行う。

江差町 42 柏 柏町地先 水管理・国土保全局 護岸 ○ 140 +4.5 140
+7.4
(+2.3)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

43
江差追分
（五勝手地
区）漁港

五勝手地先 水産庁 ①-3 離岸堤 ◎ - - 180 +2.5 住宅地

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

44 大澗 大澗地先 水管理・国土保全局 ①-4 離岸堤 ○ 540 +2.0 540 +2.5 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

45 泊 泊地先 水管理・国土保全局 ①-5 潜堤 ◎ - - 198 -1.0 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 30 +4.9 30
+7.4
(+2.3)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

泊地先 水産庁 潜堤 ◎ - - 353 -1.0 住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ◎ - - 353 +2.5
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 231 +5.9 231
+7.4
(+2.3)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 184 +6.0 184 +6.5
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

46 尾山 尾山地先 水管理・国土保全局 ①-7 潜堤 ◎ - - 465 -1.0 公園
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

47 田沢 田沢地先 水管理・国土保全局 ①-8 潜堤 ◎ - - 346 -1.0 干場
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

乙部町 53 元町地先 水産庁 ①-9 潜堤 ◎ - - 590 -1.0 海水浴場
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 438 +3.9～+4.0 438
+7.4
(+2.3)

海水浴場
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 1基5 +2.9 1基5 +3.4 海水浴場
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 168 +2.9～+3.7 168 +3.4～+4.2 海水浴場
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

55 鳥山 鳥山地先 水管理・国土保全局 護岸 ○ 240 +4.0～+6.3 240
+4.6～+6.3

(+2.3)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 3基200 +2.5 3基200 +3.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

56 栄野 栄野地先 水管理・国土保全局 護岸 ○ 90 +5.8 90
+7.4
(+2.3)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

57 栄浜 栄浜地先 水管理・国土保全局 護岸 ○ 860 +5.3～+5.6 860
+7.4
(+2.3)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 5基480 +2.5 5基480 +3.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

58 元和地先 水産庁 護岸 ○ 113 +4.6 113
+7.4
(+2.3)

住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

①-10 護岸 ○ 163 +2.0 163
+7.4
(+2.3)

住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

突堤 ○ 260 +2.0 260 +2.5
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

養浜 - 8,000 +1.0 8,000 +1.0
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

元和 元和地先 水管理・国土保全局 護岸 ○ 1,030 +4.6～+5.2 1,030
+7.4
(+2.3)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

59 三ツ谷 三ツ谷地先 水管理・国土保全局 護岸 ○ 1,120 +6.5～+8.1 1,120
+7.4～+8.1

(+2.3)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 150 +2.0～+3.9 150 +2.5～+3.9
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

60 汐見 汐見地先 水管理・国土保全局 護岸 ○ 270 +6.1～+6.5 270
+7.4
(+2.3)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

61 花磯 花磯地先 水管理・国土保全局 ①-10-1 護岸 ○ 550 +6.1～+6.8 550
+7.4
(+2.3)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

豊浜漁港 花磯地先 水産庁 ①-10-2 護岸 ○ 330 +5.0～+5.8 330
+7.4
(+2.3)

62 豊浜漁港 豊浜地先 水産庁 ①-10-3 護岸 ○ 381 +5.0～+5.8 381
+7.4
(+2.3)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 1基99 +2.8 1基99 +3.3
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

豊浜 豊浜地先 水管理・国土保全局 ①-18 護岸 ○ 400 +6.1～+6.6 400
+7.4
(+2.3)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 ○ 290 +5.8 290
+7.4
(+2.3)

住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

離岸堤 - 150 +1.8～+3.1 150 +1.8～+3.1
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

維持又は修繕の方法

①-1

①-6

海岸保全施設の整備に関する事項

受益の地域及びその状況区域

種類
新設「◎」
改良「○」
現況「－」

規模（現況） 規模（計画）

所管省庁区分 状況地域

ゾ
ー

ン
区
分

図面番号

課題 海岸の保全に関する事項

延長等

大
項
目

小項目

現状の問題点 海岸保全の方向・施策
下段（）内は

設計津波水位

番
号

事項 市町村名 地区番号 地区名 計画区域 区域番号 延長等

防
護

2/3

1/3

江
差
ゾ
ー

ン

上ノ国（上ノ
国地区）漁
港

乙部（乙部
地区）漁港

乙部（元和
地区）漁港

乙部町の一
部

江差町の一
部

上ノ国町の
一部

江差追分
（泊地区）漁
港

海岸保全施設の効果の維
持

●施設の新設及び既存施設の効果維持
を図る．
●護岸の設置・嵩上げを行う。

●波浪による越波被害
●施設の老朽化
●津波により背後集落が
浸水する危険性がある



海岸の保全に関する基本的な事項及び海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
後志檜山沿岸
江差ゾーン（上ノ国町洲根子岬～ポンモシリ岬（八雲町・せたな町界））

天端高（T.P.m） 天端高（T.P.m） 維持又は修繕の方法

海岸保全施設の整備に関する事項

受益の地域及びその状況区域

種類
新設「◎」
改良「○」
現況「－」

規模（現況） 規模（計画）

所管省庁区分 状況地域

ゾ
ー

ン
区
分

図面番号

課題 海岸の保全に関する事項

延長等

大
項
目

小項目

現状の問題点 海岸保全の方向・施策
下段（）内は

設計津波水位

番
号

事項 市町村名 地区番号 地区名 計画区域 区域番号 延長等

① 八雲町 63 折戸 折戸地先 水管理・国土保全局 護岸 ○ 320 +4.6～+5.9 320
+7.4
(+2.3)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

①-19 護岸 ○ 300 +5.0 300
+7.4
(+2.3)

住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

64 相沼 相沼地先 水管理・国土保全局 護岸 - 400 +6.0～+7.0 400
+6.0～+7.0

(+2.3)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 2基210 +1.8～+3.1 2基210 +2.3～+3.6
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

①-20 護岸 ○ 200 +7.0 200
+7.4
(+2.3)

住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 170 +3.0 170 +3.5
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

65
相沼泊川
（相沼地区）
漁港

舘平地先 水産庁 ①-20-1 護岸 ○ 310 +7.0 310
+7.4
(+2.3)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

舘平 舘平地先 水管理・国土保全局 護岸 ○ 70 +5.9 70
+7.4
(+2.3)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

66 泊川 泊川地先 水管理・国土保全局 護岸 ○ 1,010 +6.7 1,010
+7.4
(+2.3)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 ○ 100 +6.4 100
+7.4
(+2.3)

住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

①-21 消波堤 ◎ - - 60 +6.4
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

相沼泊川
（泊川地区）
漁港

泊川地先 水産庁 護岸 - 455 - 455
+7.4
(+2.3)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

67 黒岩 黒岩地先 水管理・国土保全局 ①-11 護岸 ◎ - - 1,200
+7.4
(+2.3)

住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

68 見日 見日地先 水管理・国土保全局 ①-12 護岸 ◎ - - 200
+7.4
(+2.3)

住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 ○ 390 +5.9～+7.1 390
+7.4
(+2.3)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

①-22 消波堤 ○ 130 +4.8 130 +6.5
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

70 平 水管理・国土保全局 護岸 ○ 420 +6.1～+6.2 420
+7.3
(+3.4)

・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

消波堤 - 410 +4.0～+5.7 410 +4.0～+5.7
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

71 畳岩 畳岩地先 水管理・国土保全局 ①-13 護岸 ◎ - - 100
+7.3
(+3.4)

住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 ○ 420 +6.2～+6.3 420
+7.3
(+3.4)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 310 +4.1～+5.4 310 +4.6～+5.9
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

72 熊石漁港 畳岩地先 水産庁 消波堤 ◎ - - 712 +4.4～+6.1
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 1,462 +4.9～+5.9 1,462
+7.3
(+3.4)

 

根崎地先 水産庁 離岸堤 ◎ - - 340 +5.5 住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 5基410 +3.6 5基410 +5.1
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ◎ - - 712 +4.4～+6.1
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 38 +2.9～+4.6 38 +4.4～+6.1
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

74 鳴神 鳴神地先 水管理・国土保全局 ①-15 離岸堤 ◎ - - 745 +3.5 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 1基40 +2.0 1基40 +3.5
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 810 +5.8～+6.1 810
+7.3
(+3.4)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 1基260 +1.6 1基260 +2.1
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

75 西浜 西浜地先 水管理・国土保全局 ①-16 護岸 ◎ - - 310
+7.3
(+3.4)

住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 ○ 590 +6.6～+6.8 590
+7.3～+7.8

(+3.4)
住宅地

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 740 +5.7～+6.4 740 +6.2～+6.9
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

76 関内 関内地先 水管理・国土保全局 ①-17 離岸堤 ◎ - - 595 +2.5 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 270 +6.5～+7.5 270
+7.3～+7.5

(+3.4)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 170 +4.2 170 +4.7
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

関内漁港 関内地先 水産庁 護岸 ○ 93 +4.2～+7.5 93
+7.3～+7.5

(+3.4)
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

江
差
ゾ
ー

ン

防
護

2/3

3/3
①-14

八雲町の一
部



海岸の保全に関する基本的な事項及び海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
後志檜山沿岸
江差ゾーン（上ノ国町洲根子岬～ポンモシリ岬（八雲町・せたな町界））

天端高（T.P.m） 天端高（T.P.m） 維持又は修繕の方法

海岸保全施設の整備に関する事項

受益の地域及びその状況区域

種類
新設「◎」
改良「○」
現況「－」

規模（現況） 規模（計画）

所管省庁区分 状況地域

ゾ
ー

ン
区
分

図面番号

課題 海岸の保全に関する事項

延長等

大
項
目

小項目

現状の問題点 海岸保全の方向・施策
下段（）内は

設計津波水位

番
号

事項 市町村名 地区番号 地区名 計画区域 区域番号 延長等

② 江差町 48 伏木戸 伏木戸地先 水管理・国土保全局 ②-1 離岸堤 ◎ - - 650 +2.5 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 310 +4.6～+5.7 310
+7.4
(+2.3)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 - 140 +4.5～+4.6 140 +4.5～+4.6
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

51 五厘沢 五厘沢地先 水管理・国土保全局 ②-2 離岸堤 ◎ - - 725 +2.5 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 90 +5.5～+6.0 90
+7.4
(+2.3)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 180 +4.2～+4.3 180 +4.7
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

八雲町 65 館平 館平地先 水管理・国土保全局 ②-3 離岸堤 ◎ - - 300 +2.5 干場
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 270 +6.7 270
+7.4
(+2.3)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

69 鮎川 鮎川地先 水管理・国土保全局 ②-4 離岸堤 ◎ - - 270 +2.5 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

②-4 離岸堤 ○ 2基210 +1.7～+2.1 2基210 +3.2～+3.6 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 370 +5.6～+6.9 370
+7.4
(+2.3)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 230 +2.3～+2.4 230 +2.8
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

③ ゾーン

全域

④ A

B

⑤ C

⑥ D

ゾーン

全域

⑦ E

⑧ F

ゾーン

全域

⑨ G

江
差
ゾ
ー

ン

防
護

2/3

3/3

1/3～3/3

環
境

1/3

利
用

●汀線の回復及び現状の汀線維持を図
る．

●局所的な侵食による越
波被害．

砂浜の保全

●地域や関係機関と連携してソフト面の
充実を図る．

●津波被害が懸念されて
いる．

防災ソフト対策の充実

沿岸域における動植物の
生息・生育環境の保全

●海岸景観の悪化が懸念
されている．

八雲町の一
部

江差町の一
部

●藻場の減少
●ハマナス、ハマボウフウ
等の海浜植生の保全

●藻場に配慮する．
●海浜植生に配慮する．

多様化する利用の調整 ●地域と連携してモラルの向上を図るた
めの啓発活動を支援する．

●パブリックアクセスを確保する．●海岸へのアクセスが困
難

海岸利用サービスの充実

●海岸利用者間のトラブ
ルの発生が懸念される．
●砂浜への無秩序な車の
乗り入れによる利用環境
の悪化．

海岸景観の保全

●地域と連携して海岸におけるゴミ対策
や清掃等の海岸愛護活動を支援する．

●ゴミ等による景観悪化や
車の乗り入れによる動植
物の生態系への悪影響が
懸念されている

海岸共生意識の啓発・活
動の支援

歴史・文化の保存継承へ
の配慮

●地域と連携して海岸の歴史・文化の保
存継承に配慮する．

●海岸の歴史の保存継承
が不十分

●自然公園指定地域での景観に配慮す
る．
●自然海浜の維持に配慮する．



海岸の保全に関する基本的な事項及び海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
後志檜山沿岸
茂津多ゾーン（ポンモシリ岬（熊石町・大成町界）～寿都町弁慶岬）

天端高（T.P.m） 天端高（T.P.m）

① せたな町 77 長磯 長磯地先 水管理・国土保全局 ①-25 堤防 ◎ - - 50
+7.4 
(+3.4)

住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 ○ 1,310 +5.8 1,310
+7.3 
(+3.4)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

①-26 護岸 ○ 261 +5.9 261
+7.3 
(+3.4)

住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

突堤 ○ 1基170 +2.0 1基170 +2.5
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

長磯漁港 貝取潤地先 水産庁 護岸 ○ 214 +4.5 214
+7.3 
(+3.4)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 44 +2.3 44 +2.8
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

78 貝取潤 貝取潤地先 水管理・国土保全局 消波堤 ○ 540 +4.2～+4.5 540 +4.7～+5.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

①-27 消波堤 ○ 415 +4.5 415 +6.1
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 1,380 +4.9～+7.0 1,380
+7.3 
(+3.4)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

白泉漁港 白泉地先 水産庁 消波堤 ○ 96 +5.0 96 +5.5
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

79 平浜 平浜地先 水管理・国土保全局 ①-28 消波堤 ◎ - - 100 +6.1
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

80 宮野 宮野地先 水管理・国土保全局 ①-1 護岸 - 510 +7.3～+7.7 510
+7.3～+7.7 

(+2.6)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

堤防 ◎ - - 50
+7.4 
(+2.6)

住宅地
 

宮野漁港 宮野地先 水産庁 護岸 - 242 +7.5 242
+7.5 
(+2.6)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

81 久遠漁港 花歌地先 水産庁 ①-1-1 消波堤 ○ 450 +7.8 450 +9.9 住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

湯の尻地先 水産庁 ①-1-2 護岸 ○ 140 +4.5 140
+7.0 
(+2.6)

住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 100 +4.5 100
+7.0 
(+2.6)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 460 +7.7 460 +8.2
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

本陣地先 水産庁 離岸堤 ○ 1基150 +5.5 1基150 +6.0 住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 280 +3.6 280
+7.0 
(+2.6)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

久遠漁港 水産庁 ①-1-3 胸壁 ◎ - - 970
+7.0 
(+2.6)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

85 上浦漁港 上浦地先 水産庁 ①-2-1 護岸 - 550 +7.1 550
+7.1 
(+4.1)

住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 465 +4.0 465
+6.8 
(+4.1)

住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 100 +2.1 100 +2.6 住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

上浦漁港 水産庁 ①-2-2 胸壁 ◎ - - 300
+6.8 
(+4.1)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

86 富磯 富磯地先 水管理・国土保全局 護岸 ○ 1,560 +3.6 1,560
+6.8 
(+4.1)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

突堤 ○ 4基100 +2.0 4基100 +2.5
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 160 +4.6～+5.3 160 +5.1～+5.3
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

87 太田漁港 太田地先 水産庁 護岸 - 100 +7.1 100
+7.1 
(+4.1)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

太田漁港 ①-21 胸壁 ◎ - - 191
+6.8 
(+4.1)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

太田 水管理・国土保全局 ①-21-1 護岸 ○ 1,720 +6.9 1,720
+7.5 
(+4.1)

・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

100 鵜泊地先 水産庁 護岸 ○ 173 +4.7 173
+7.0 
(+3.0)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

鵜泊（鵜泊地区）漁
港

水産庁 ①-22 胸壁 ◎ - - 440
+7.0 
(+3.0)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

102 古櫓多 古櫓多地先 水管理・国土保全局 護岸 - 250 +7.0 250
+7.0 
(+3.0)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

103
鵜泊（太櫓
地区）漁港

太櫓地先 水産庁 ①-31 護岸 - 492 +7.2 492
+7.2 
(+3.0)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

110 瀬棚港
川尻地先～三本杉
地先

港湾局 ①-3 護岸 ◎ - - 791
+7.4 
(+2.9)

住宅地
 

111 梅花都 梅花都地先 水管理・国土保全局 護岸 ○ 950 +4.9～+6.4 950
+6.9 
(+3.0)

112 中歌
梅花都地先～中歌
地先

水産庁 護岸 ○ 510 +5.0～+5.8 510
+6.9 
(+3.0)

115 白岩 クズレ地先 水管理・国土保全局 護岸 ○ 340 +5.1～+6.2 340
+6.9 
(+3.0)

116 吹込 吹込地先 水管理・国土保全局 ①-4 護岸 ○ 1,100 +5.1～+6.6 1,100
+6.9 
(+3.0)

住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

117 長浜 長浜地先 水管理・国土保全局 ①-4-1 護岸 ○ 690 +6.0～+6.2 690
+6.9 
(+3.0)

・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

118 美谷 美谷地先 水管理・国土保全局 突堤 ○ 2基60 +2.0 2基60 +2.5
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

①-30 護岸 ◎ - - 200
+6.9 
(+3.0)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 ○ 870 +1.6～+6.2 870
+6.9 
(+3.0)

・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。
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津
多
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ン

防
護

1/7

2/7

3/7

4/7

維持又は修繕の方法

鵜泊（鵜泊
地区）漁港

大
項
目

小項目

現状の問題点 海岸保全の方向・施策
状況下段（）内は

設計津波水位

番
号

事項 市町村名 地区番号 名

課題 海岸の保全に関する事項 海岸保全施設の整備に関する事項

受益の地域及びその状況区域

種類
新設「◎」
改良「○」
現況「－」

規模（現況） 規模（計画）

所管省庁区分 地域計画区域 区域番号 延長等 延長等

せたな町の
一部

●施設の新設及び既存施設の効果維持
を図る．

海岸保全施設の効果の維
持

●波浪による越波被害
●津波による被害
●施設の老朽化



海岸の保全に関する基本的な事項及び海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
後志檜山沿岸
茂津多ゾーン（ポンモシリ岬（熊石町・大成町界）～寿都町弁慶岬）

天端高（T.P.m） 天端高（T.P.m）

ゾ
ー

ン
区
分

図面番号 維持又は修繕の方法大
項
目

小項目

現状の問題点 海岸保全の方向・施策
状況下段（）内は

設計津波水位

番
号

事項 市町村名 地区番号 名

課題 海岸の保全に関する事項 海岸保全施設の整備に関する事項

受益の地域及びその状況区域

種類
新設「◎」
改良「○」
現況「－」

規模（現況） 規模（計画）

所管省庁区分 地域計画区域 区域番号 延長等 延長等

① 島牧村 120 栄浜 栄浜地先 水管理・国土保全局 ①-5 消波堤 ○ 380 +5.5～+6.0 380 +6.2～+7.5 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 - 3,400 +8.5 3,400
+8.5 
(+2.5)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

栄浜地先 水産庁 消波堤 ○ 128 +3.6 128 +4.1
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 430 - 430
+6.6～+0.0 

(+2.5)

121 原歌 原歌地先 水管理・国土保全局 ①-6 堤防 ◎ - - 430
+8.5 
(+2.5)

住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 - 890 +8.4～+8.5 890
+8.4～+8.5 

(+2.5)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 160 +3.6～+3.9 160 +4.1
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

原歌地先 水産庁 ①-7 護岸 ◎ - - 119
+8.5 
(+2.5)

住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 - 68 +8.5 68
+8.5 
(+2.5)

住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

122 元町地先 水産庁 ①-7-1 護岸 ○ 420 +6.0～+6.2 420
+6.9 
(+2.9)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 4基540 +1.5 4基540 +2.0
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

堤防 ○ 200 +6.2 200
+6.9 
(+2.9)

緩傾斜護岸 ○ 50 +5.9～+6.2 50
+6.9 
(+2.9)

千走 千走地先 水管理・国土保全局 ①-9 堤防 ◎ - - 66
+6.9 
(+2.9)

住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

離岸堤 ◎ - - 40 +2.0 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 250 +6.2 250
+6.9 
(+2.9)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

緩傾斜護岸 ○ 50 +6.3 50
+6.9 
(+2.9)

 

124 江ノ島 江ノ島地先 水管理・国土保全局 ①-10 潜堤 ◎ - - 1,657 -1.0 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

堤防 ◎ - - 1,657
+6.9 
(+2.9)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 ○ 2,260 +6.3～+6.9 2,260
+6.9 
(+2.9)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

緩傾斜護岸 ○ 300 +6.2 300
+6.9 
(+2.9)

離岸堤 ○ 2基320 +1.8 2基320 +2.3
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

豊平地先 農振局 ①-11 護岸 ○ 650 +5.5 650
+6.9 
(+2.9)

農地，原野
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

潜堤 - 550 - 550 -
・現在行っている日常巡視・点検により、適切な維持・修繕を行う。

125 豊平 豊平地先 水管理・国土保全局 ①-12 堤防 ◎ - - 610
+6.9 
(+2.9)

住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 ○ 630 +6.7～+6.8 630
+6.9 
(+2.9)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

潜堤 - 290 -1.6 290 -1.6
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 200 +4.3～+5.3 200 +4.8～+5.8
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

126 泊 泊地先 水管理・国土保全局 ①-13 堤防 ◎ - - 500
+6.9 
(+2.9)

住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 580 +4.0 580 +4.5 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 200 +5.0 200 +5.5 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 850 +5.9～+6.8 850
+6.9 
(+2.9)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

127 永豊 永豊地先 水管理・国土保全局 ①-14 消波堤 ◎ - - 150 +6.4 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 450 +5.4～+5.9 450
+6.9 
(+2.9)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

千走（永豊地
区）漁港

永富地先 水産庁 護岸 ○ 622 +3.5～+5.9 622
+6.9 
(+2.9)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

128 大平 大平地先 水管理・国土保全局 ①-15 堤防 ◎ - - 500
+6.9 
(+2.9)

住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 ○ 120 +5.8～+5.9 120
+6.9 
(+2.9)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

129 豊浜 豊浜地先 水管理・国土保全局 ①-16 緩傾斜護岸 ◎ - - 430
+6.9 
(+2.9)

住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

潜堤 ◎ - - 430 -1.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 570 +6.6 570
+6.9 
(+2.9)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

突堤 ○ 1基10 +1.8 1基10 +2.3
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

軽臼漁港 軽臼地先 水産庁 護岸 ○ 114 +5.9～+6.6 114
+6.9 
(+2.9)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

軽臼漁港 ①-23 胸壁 ◎ - - 200
+6.9 
(+2.9)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

130 栄磯 栄磯地先 水管理・国土保全局 ①-17 堤防 ◎ - - 10
+7.6 
(+2.9)

住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 - 1,200 +7.5～+7.6 1,200
+7.5～+7.6 

(+2.9)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

突堤 ○ 1基20 +2.0 1基20 +2.5
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

5/7
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4/7～5/7
千走(第二
栄浜地区)
漁港

千走(原歌
地区)漁港

島牧村の一
部

●施設の新設及び既存施設の効果維持
を図る．

海岸保全施設の効果の維
持

●波浪による越波被害
●津波による被害
●施設の老朽化

千走（千走
地区）漁港



海岸の保全に関する基本的な事項及び海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
後志檜山沿岸
茂津多ゾーン（ポンモシリ岬（熊石町・大成町界）～寿都町弁慶岬）

天端高（T.P.m） 天端高（T.P.m）

ゾ
ー

ン
区
分

図面番号 維持又は修繕の方法大
項
目

小項目

現状の問題点 海岸保全の方向・施策
状況下段（）内は

設計津波水位

番
号

事項 市町村名 地区番号 名

課題 海岸の保全に関する事項 海岸保全施設の整備に関する事項

受益の地域及びその状況区域

種類
新設「◎」
改良「○」
現況「－」

規模（現況） 規模（計画）

所管省庁区分 地域計画区域 区域番号 延長等 延長等

① 131 港 港地先 水管理・国土保全局 護岸 ○ 270 +5.9～+6.2 270
+6.9 
(+2.9)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

厚瀬地先 水産庁 護岸 ○ 160 +5.9 160
+6.9 
(+2.9)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

厚瀬（厚瀬地区）漁
港

水産庁 ①-24 胸壁 ◎ - - 250
+6.9 
(+2.9)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

132 本目 本目地先 水管理・国土保全局 ①-18 堤防 ◎ - - 481
+6.9 
(+2.9)

住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

①-18 堤防 ○ 340 +5.5～+7.7 340
+6.9～+8.7 

(+2.9)
住宅地

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 ○ 1,090 +5.5～+5.6 1,090
+6.9 
(+2.9)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 160 +2.8～+4.4 160 +3.3～+4.5
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

本目地先 水管理・国土保全局 ①-19 潜堤 ◎ - - 280 -1.0 海水浴場
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

134 歌島 歌島地先 水管理・国土保全局 ①-20 堤防 ◎ - - 860
+6.6 
(+2.5)

住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 ○ 1,880 +5.5～+6.0 1,880
+6.6 
(+2.5)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 240 +3.8～+4.2 240 +4.3～+4.4
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

歌島漁港 歌島地先 水産庁 護岸 ○ 84 +3.7～+5.6 84
+6.6 
(+2.5)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

② 砂浜の保全 せたな町 79 平浜漁港 平浜地先 水産庁 ②-1 養浜 ◎ - - 600 +1.0 住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

平浜 平浜地先 水管理・国土保全局 ②-2 養浜 ◎ - - 1,385 +1.0 海水浴場
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 - 1,430 +7.3 1,430
+7.3 
(+2.6)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

101 良瑠石 良瑠石地先 水管理・国土保全局 堤防 - 310 +7.1 310
+7.1 
(+3.0)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 - 140 +7.1 140
+7.1 
(+3.0)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 40 +4.9 40 +5.4
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

102 古櫓多 古櫓多地先 水管理・国土保全局 護岸 ○ 660 +7.0～+7.1 660
+7.5 
(+3.0)

・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

103 太櫓 太櫓地先 水管理・国土保全局 ②-3 養浜 ◎ - - 100 +1.0 海水浴場
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 - 570 +7.4 570
+7.4 
(+3.0)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 - 60 - 60 -
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

太櫓漁港 太櫓地先 水産庁 ②-4 養浜 ◎ - - 1,100 +1.0 住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

104 川尻 川尻地先～三本杉地先 水管理・国土保全局 ②-5 養浜 ◎ - - 1,500 +1.0 海水浴場
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

105 高山ノ下 高山ノ下地先 水管理・国土保全局 ②-6 養浜 ◎ - - 1,300 +1.0 海水浴場
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

106 背負越 背負越地先 水管理・国土保全局 ②-7 養浜 ◎ - - 2,400 +1.0 海水浴場
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

108 南川 南川地先 農振局 ②-8 離岸堤 ○ 982 +2.4 982 +2.9 農地
・現在行っている日常巡視・点検により、適切な維持・修繕を行う。

③ 防災ソフト対策の充実 ゾーン

全域

防
護

1/7

3/7

1/7～7/7

7/7

厚瀬（厚瀬
地区）漁港

茂
津
多
ゾ
ー

ン

●地域や関係機関と連携してソフト面の
充実を図る．

6/7

せたな町の
一部

●施設の新設及び既存施設の効果維持
を図る．

海岸保全施設の効果の維
持

●波浪による越波被害
●津波による被害
●施設の老朽化

●局所的な侵食による越
波被害．

●汀線の回復及び現状の汀線維持を図
る．

●津波被害が懸念されて
いる．



海岸の保全に関する基本的な事項及び海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
後志檜山沿岸
茂津多ゾーン（ポンモシリ岬（熊石町・大成町界）～寿都町弁慶岬）

天端高（T.P.m） 天端高（T.P.m）

ゾ
ー

ン
区
分

図面番号 維持又は修繕の方法大
項
目

小項目

現状の問題点 海岸保全の方向・施策
状況下段（）内は

設計津波水位

番
号

事項 市町村名 地区番号 名

課題 海岸の保全に関する事項 海岸保全施設の整備に関する事項

受益の地域及びその状況区域

種類
新設「◎」
改良「○」
現況「－」

規模（現況） 規模（計画）

所管省庁区分 地域計画区域 区域番号 延長等 延長等

④ ●藻場の減少 ●藻場に配慮する． A

B

C

⑤ 海岸景観の保全 ●海岸景観の悪化 D

⑥ E

ゾーン全域

⑦ F

⑧ G

ゾーン全域

⑨ H

茂
津
多
ゾ
ー

ン

利
用

環
境

1/7～7/7

沿岸域における動植物の
生息・生育環境の保全

●特定植物群落及び海浜植生に配慮す
る．

●特定植物群落及びハマ
ナス，ハマボウフウ等の海
浜植生の減少が懸念され
ている．

●オジロワシ，オオワシ等
の貴重な鳥類の生息環境
の悪化が懸念されている．

●オジロワシ，オオワシの生息する自然
環境に配慮する．

●自然公園指定地域での景観に配慮す
る．
●自然海浜の維持に配慮する．

●地域と連携してモラルの向上を図るた
めの啓発活動を支援する．

●パブリックアクセスを確保する．●海岸へのアクセスが困
難

海岸利用サービスの充実

多様化する利用の調整 ●海岸利用者間のトラブ
ルの発生が懸念される．
●砂浜への無秩序な車の
乗り入れによる利用環境
の悪化．

海岸共生意識の啓発・活
動の支援

●ゴミ等による景観悪化や
動植物の生態系への悪影
響が懸念されている．

●地域と連携して海岸におけるゴミ対策
や清掃等の海岸愛護活動を支援する．

歴史・文化の保存継承へ
の配慮

●海岸の歴史の保存継承
が不十分

●地域と連携して海岸の歴史・文化の保
存継承に配慮する．



海岸の保全に関する基本的な事項及び海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
後志檜山沿岸
岩内ゾーン（寿都町弁慶岬～泊村泊発電所）

天端高（T.P.m） 天端高（T.P.m）

●波浪による越波被害 寿都町 138 矢追 矢追地先 水管理・国土保全局 護岸 ○ 1,027 +4.1～+4.2 1,027
+6.6 
(+2.5)

寿都町の一部
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

寿都漁港 矢追地先 水産庁 ①-9 護岸 ○ 650 +3.8～+4.4 650
+6.6 
(+2.5)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

139 寿都漁港 大磯地先 水産庁 護岸 ○ 622 +3.8 622
+6.5 
(+2.0)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

140 寿都漁港 岩崎地先 水産庁 消波堤 ○ 60 +2.9 60 +3.4
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

141 寿都漁港 六条地先 水産庁 ①-1 護岸 ○ 300 +2.9～+4.9 300
+6.5 
(+2.0)

住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 853 +2.9～+4.9 853
+6.5 
(+2.0)

住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 200 +2.9 230 +3.4 住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

142 建岩 建岩地先 水管理・国土保全局 護岸 ○ 45 +4.2～+4.3 45
+6.5 
(+2.0)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

143 樽岸 樽岸地先 水管理・国土保全局 ①-10 堤防 ○ 440 +4.1 570
+6.5 
(+2.0)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 ◎ - - 130
+6.5 
(+2.0)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 ○ 190 +4.3 190
+6.5 
(+2.0)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

145 歌棄 歌棄地先 水管理・国土保全局 護岸 ○ 210 +3.9～+4.0 210
+6.5 
(+2.0)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

146 有戸 有戸地先 水管理・国土保全局 ①-11 護岸 ○ 310 +3.1～+4.9 310
+6.5 
(+2.0)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

突堤 ○ 2基40 +2.0 2基40 +2.5
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 50 +3.0～+3.1 50 +3.5～+3.6
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

有戸漁港 有戸地先 水産庁 護岸 ○ 80 +3.7～+4.3 80
+6.5 
(+2.0)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 7 +3.9 7 +4.4
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

147 種前 種前地先 水管理・国土保全局 護岸 ○ 270 +3.4～+4.5 270
+6.5 
(+2.0)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

148 美谷漁港 美谷地先 水産庁 ①-1-1 離岸堤 ◎ - 7基512 +4.0～+5.8 住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 233 +3.5～+4.3 233
+6.5 
(+2.0)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 32 +3.0 32 +3.5
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

美谷 水管理・国土保全局 ①-12 護岸 ◎ - - 103
+6.5 
(+2.0)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 ○ 720 +3.3～+5.1 720
+6.5 
(+2.0)

・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

①-1-2 離岸堤 - 346 +2.9 346 +2.9
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

消波堤 - 100 +4.3～+4.7 100 +4.3～+4.7
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

149 横潤 横潤地先 水管理・国土保全局 護岸 ○ 400 +4.4 400
+6.4 
(+2.4)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 60 +4.8～+5.3 60 +5.3
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

150 島古丹 島古丹地先 水管理・国土保全局 ①-13 護岸 ○ 300 +4.4 300
+6.4 
(+2.4)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

151 能津登 能津登地先 水管理・国土保全局 ①-13-1 護岸 ○ 1,020 +3.5～+4.4 1,020
+6.4 
(+2.4)

水産庁 ①-13-2 護岸 ○ 560 +3.5～+4.4 560
+6.4 
(+2.4)

蘭越町 152 尻別漁港 港地先 水産庁 ①-2 緩傾斜護岸 ◎ - - 50
+5.4 
(+2.4)

蘭越町の一部 住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 172 +1.7～+6.4 172
+4.1～+6.4 

(+2.4)
住宅地

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 305 +1.8～+2.3 305 +2.3～+2.8 住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

岩内町 153 敷島内 雷電地先 水管理・国土保全局 ①-3 潜堤 ◎ - - 300 -1.0 岩内町の一部 住宅地・商業地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

緩傾斜護岸 ◎ - - 300 +6.0
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

敷島内漁港 雷電地先 水産庁 消波堤 ○ 23 +3.8 23 +4.3
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

敷島内 敷島内地先 水管理・国土保全局 ①-3-1 護岸 ○ 30 +2.6～+3.0 30 +6.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

①-3-2 消波堤 ○ 50 +5.6～+6.0 50 +6.1
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

①-3-3 護岸 ◎ - - 150 +6.0 住宅地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

維持又は修繕の方法大
項
目

小項目

現状の問題点 海岸保全の方向・施策
状況下段（）内は

設計津波水位

番
号

事項 市町村名 地区番号 地区名

海岸保全施設の整備に関する基本的な事項

受益の地域及びその状況区域
ゾ
ー

ン
区
分

図面番号

課題

種類
新設「◎」
改良「○」
現況「－」所管省庁区分 区域番号

海岸の保全に関する基本的な事項

岩
内
ゾ
ー

ン

①

2/3

2/3～3/3

防
護

1/3

地域計画区域

規模（現況） 規模（計画）

延長等 延長等

●施設の新設及び既存施設の効果維持
を図る．

海岸保全施設の効果の維
持



海岸の保全に関する基本的な事項及び海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
後志檜山沿岸
岩内ゾーン（寿都町弁慶岬～泊村泊発電所）

天端高（T.P.m） 天端高（T.P.m） 維持又は修繕の方法大
項
目

小項目

現状の問題点 海岸保全の方向・施策
状況下段（）内は

設計津波水位

番
号

事項 市町村名 地区番号 地区名

海岸保全施設の整備に関する基本的な事項

受益の地域及びその状況区域
ゾ
ー

ン
区
分

図面番号

課題

種類
新設「◎」
改良「○」
現況「－」所管省庁区分 区域番号

海岸の保全に関する基本的な事項

地域計画区域

規模（現況） 規模（計画）

延長等 延長等

岩内町 154 野束 野束地先 水管理・国土保全局 ①-4 離岸堤 ◎ - - 426 +2.5 住宅地・商業地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

緩傾斜護岸 ◎ - - 426
+5.9 
(+2.6)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 ○ 360 +4.9 360
+5.9 
(+2.6)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

岩内港 野束地先 港湾局 ①-5 離岸堤 ◎ - - 615 +2.5 住宅地
 

護岸 ◎ - - 615
+5.9 
(+2.6)

 

155 岩内港 御崎地先 港湾局 ①-6 離岸堤 ◎ - - 615 +2.5 住宅地
 

共和町 156 浜中 梨野舞内地先 水管理・国土保全局 ①-7 離岸堤 ◎ - - 2,260 +2.5 共和町の一部 農地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 2,260 +4.0～+4.9 2,260
+5.9 
(+2.6)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

泊村 157 堀株港 港湾局 ①-8 離岸堤 ◎ - - 173 +2.5 泊村の一部 住宅地・商業地
 

緩傾斜護岸 ○ 620 +2.0～+3.9 620
+5.9 
(+2.6)

 

突堤 ◎ - - 173 +4.4
 

② 砂浜の保全 寿都町 144 浜中 農振局 ②-1 護岸 ○ 4,158 +4.0 4,158
+6.5 
(+2.0)

寿都町の一部 森林，原野，農地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

潜堤 ◎ - - 1,000 +2.2
・現在行っている日常巡視・点検により、適切な維持・修繕を行う。

③ ゾーン

全域

④ ●藻場の減少 ●藻場に配慮する． A

B

⑤ 海岸景観の保全 C

⑥ D

⑦ E

⑧ Ｆ

ゾーン

全域

⑨ Ｇ海岸利用サービスの充実 ●海岸へのアクセスが困
難

●パブリックアクセスを確保する．

●海岸利用者間のトラブ
ルの発生が懸念される．
●砂浜への無秩序な車の
乗り入れによる利用環境
の悪化．

海岸共生意識の啓発・活
動の支援

歴史・文化の保存継承へ
の配慮

●海岸の歴史の保存継承
が不十分

●地域と連携して海岸の歴史・文化の保
存継承に配慮する．

●地域と連携してモラルの向上を図るた
めの啓発活動を支援する．

多様化する利用の調整

●特定植物群落及び海浜植生に配慮す
る．

●海岸景観の悪化が懸念
されている．

●自然公園指定地域での景観に配慮す
る．
●自然海浜の維持に配慮する．

●地域と連携して海岸におけるゴミ対策
や清掃等の海岸愛護活動を支援する．

●ゴミ等による景観悪化や
動植物の生態系への悪影
響が懸念されている．

岩
内
ゾ
ー

ン

①

3/3

防
護

1/3

1/3～3/3

環
境

利
用

ゾーン
全域

歌棄地先～浜中地
先

●局所的な侵食による越
波被害．

●汀線の回復及び現状の汀線維持を図
る．

●地域や関係機関と連携してソフト面の
充実を図る．

●津波被害が懸念されて
いる．

防災ソフト対策の充実

沿岸域における動植物の
生息・生育環境の保全

●特定植物群落及びハマ
ナス，ハマボウフウ等の海
浜植生の減少が懸念され
ている．

3/3

有戸地先～モヘル
川地先

●施設の新設及び既存施設の効果維持
を図る．

●波浪による越波被害海岸保全施設の効果の維
持

●施設の新設及び既存施設の効果維持
を図る．

●波浪による越波被害海岸保全施設の効果の維
持



海岸の保全に関する基本的な事項及び海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
後志檜山沿岸
積丹半島ゾーン（泊村泊発電所右岸～積丹町積丹岬）

天端高（T.P.m） 天端高（T.P.m）

① 泊村 157 堀株 堀株地先 水管理・国土保全局 ①-1-1 護岸 ○ 300 +5.1～+5.2 300
+5.9

（+2.6）
泊村の一部

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 50 +2.6～+3.2 50 +3.1～+3.7
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

158 茅沼 茅沼地先 水管理・国土保全局 護岸 ○ 230 +4.2～+5.6 230
+5.9

（+2.6）
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 1基76 +1.4 1基76 +1.9
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 100 +3.1 100 +3.6
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

159 水産庁 ①-1 消波堤 ◎ - - 460 +4.9 住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 78 +3.0 78 +4.9
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 538 +3.6～+4.4 538
+5.9

（+2.6）
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 ○ 14 +3.6～+4.4 14
+5.9

（+2.6）
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

糸泊地先 水産庁 ①-2 消波堤 ◎ - - 200 +4.9 住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

泊 水管理・国土保全局 護岸 ○ 350 +4.5～+9.4 350
+5.9～+9.8

（+2.6）
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

突堤 ○ 4基170 +2.3～+2.9 4基170 +2.8～+2.9
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 1基20 +2.0 1基20 +2.5
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 300 +1.4～+1.7 300 +1.9～+2.2
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

160 盃 盃地先 水管理・国土保全局 ①-3 緩傾斜護岸 ○ 210 +5.6～+5.7 210
+6.1

（+3.2）
住宅地

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 ○ 1,090 +5.5～+5.8 1,090
+6.1

（+3.2）
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

突堤 ○ 1基40 +2.0 1基40 +2.5
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

盃地先 水産庁 ①-11 護岸 ○ 87 +5.2～+5.4 87
+6.1

（+3.2）
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 75 +3.5 75 +4.0
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

161 興志内 茂岩地先 水管理・国土保全局 ①-4 緩傾斜護岸 ○ 140 +4.5～+4.6 140
+6.1

（+3.2）
住宅地

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

潜堤 ◎ - - 90 -1.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 860 +5.1～+5.5 860
+6.1

（+3.2）
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 620 +3.3～+3.8 620 +3.8～+4.2
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

神恵内村 163 神恵内地先 水産庁 護岸 - 815 +3.9～+4.9 815
+3.9～+4.9

（+3.2）
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

突堤 ○ 3基70 +2.0 3基70 +2.5
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

①-13 離岸堤 ○ 4基311 +2.0 4基311 +2.5
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

神恵内（本
港地区）漁
港

神恵内（本港地区）
漁港 水産庁 ①-12 胸壁 ◎ - - 550

+3.9 
3.2

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

164 赤石 赤石地先 水管理・国土保全局 ①-5 護岸 ○ 100 +6.0 100
+7.0～+7.7

（+3.2）
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 ○ 1,970 +6.0～+6.7 1,970
+7.0

（+3.2）
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ◎ - - 100 +8.2
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

165 大森 大森地先 水管理・国土保全局 ①-5-1 護岸 ○ 1,850 +5.5～+6.7 1,850
+6.1～+0.0

（+3.2）

166 珊内 珊内村地先 水管理・国土保全局 護岸 ○ 110 +6.1 110
+6.4

（+3.0）
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 90 +3.7～+4.5 90 +3.7～+5.0
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

珊内村地先 水産庁 ①-6 護岸 ○ 90 +3.9～+4.7 90
+6.4～+7.7

（+3.0）
住宅地

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 23 +3.9～+4.7 23
+6.4

（+3.0）
住宅地

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 67 +3.5 67 +4.0 住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

167 川白 水管理・国土保全局 ①-7 消波堤 ◎ - - 180 +6.6 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 1,020 +6.1 1,020
+6.4

（+3.0）

水産庁 ①-7-1 護岸 - 270 +7.4～+7.8 270
+7.4～+7.8

（+3.0）
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

有戸地先～臼別地
先

神恵内村の
一部

珊内村地先～珊内
村オネナイ地先

神恵内（珊
内地区）漁
港

神恵内（本
港地区）漁
港

維持又は修繕の方法大
項
目

小項目

現状の問題点 海岸保全の方向・施策
状況下段（）内は

設計津波水位

番
号

事項 市町村名 地区番号 名 計画区域

ゾ
ー

ン
区
分

図面番号

課題 海岸の保全に関する基本的な事項 海岸保全施設の整備に関する基本的な事項

受益の地域及びその状況区域

種類
新設「◎」
改良「○」
現況「－」

規模（現況） 規模（計画）

所管省庁区分 区域番号 延長等 延長等 地域

2/3

防
護

1/3

盃（カブト地
区）漁港

泊（後志）
漁港

積
丹
半
島
ゾ
ー

ン

●施設の新設及び既存施設の効果維持
を図る．

●波浪による越波被害海岸保全施設の効果の維
持



海岸の保全に関する基本的な事項及び海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
後志檜山沿岸
積丹半島ゾーン（泊村泊発電所右岸～積丹町積丹岬）

天端高（T.P.m） 天端高（T.P.m） 維持又は修繕の方法大
項
目

小項目

現状の問題点 海岸保全の方向・施策
状況下段（）内は

設計津波水位

番
号

事項 市町村名 地区番号 名 計画区域

ゾ
ー

ン
区
分

図面番号

課題 海岸の保全に関する基本的な事項 海岸保全施設の整備に関する基本的な事項

受益の地域及びその状況区域

種類
新設「◎」
改良「○」
現況「－」

規模（現況） 規模（計画）

所管省庁区分 区域番号 延長等 延長等 地域

① 積丹町 170 沼前 沼前地先 水管理・国土保全局 離岸堤 ○ 1基50 +2.0 1基50 +2.5
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

171 屋根内 屋根内地先 水管理・国土保全局 突堤 ○ 1基30 +2.0 1基30 +2.5
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 1基20 +2.0 1基20 +2.5
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

172 神岬漁港 神岬地先 水産庁 ①-13-1 護岸 ○ 161 +3.8 161
+6.8

（+3.1）
住宅地

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

神岬漁港 水産庁 ①-13-2 胸壁 ◎ - - 130
+6.8

（+3.1）
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

柾泊 神岬地先 水管理・国土保全局 ①-8-1 離岸堤 ○ 1基160 +2.0 1基160 +2.5
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

①-8-2 護岸 〇 125 - 125
+6.8

（+3.1）
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

離岸堤 ◎ - - 110 +2.5 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

174 余別漁港 余別地先 水産庁 ①-14 護岸 ◎ - - 500
+7.2

（+2.8）
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

175 余別漁港 茅沼地先 水産庁 ①-15 離岸堤 ◎ - - 80 +2.5
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

176 幌内 幌内地先 水管理・国土保全局 護岸 ○ 60 +4.9 60
+7.2

（+2.8）
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

突堤 ○ 1基20 +2.0 1基20 +2.5
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

179 野塚漁港 野塚地先 水産庁 護岸 ○ 11 +4.9 11
+7.2

（+2.8）
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

野塚 野塚地先 水管理・国土保全局 ①-9 護岸 ○ 260 +4.9 260
+7.2

（+2.8）
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

堤防 ○ 60 +4.9 60
+7.2

（+2.8）
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

180 泊 泊地先 水管理・国土保全局 ①-16 堤防 ○ 150 +4.9 150
+7.2

（+2.8）
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

離岸堤 ◎ - - 20 +2.5
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 120 +4.4～+4.9 120
+7.2

（+2.8）
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

181 日司漁港 日司地先 水産庁 ①-10 離岸堤 ◎ - - 100 +2.5
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 51 +1.4 51 +3.5
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

182 入舸 入舸地先 水管理・国土保全局 護岸 ○ 200 +3.2～+11.0 200
+7.2～+11.0

（+2.8）
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

入舸漁港 入舸漁港 水産庁 護岸 ○ 196 +3.2～+9.9 196
+7.2～+9.9

（+2.8）
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

② ゾーン

全域

③ A

B

C

④ D

⑤ E

ゾーン全域

⑥ F

⑦ G

ゾーン全域

⑧
海岸利用サービスの充実 ●海岸へのアクセスが困

難
●パブリックアクセスを確保する．

H

海岸共生意識の啓発・活
動の支援

●ゴミ等による景観悪化や
動植物の生態系への悪影
響が懸念されている．

歴史・文化の保存継承へ
の配慮

●海岸の歴史の保存継承
が不十分

多様化する利用の調整 ●海岸利用者間のトラブ
ルの発生が懸念される．
●砂浜への無秩序な車の
乗り入れによる利用環境
の悪化．

●地域と連携してモラルの向上を図るた
めの啓発活動を支援する．

●地域と連携して海岸の歴史・文化の保
存継承に配慮する．

●地域と連携して海岸におけるゴミ対策
や清掃等の海岸愛護活動を支援する．

●特定植物群落及び海浜植生に配慮す
る．

●海中公園指定海域の海中景観，生態
系に配慮する．

●地域や関係機関と連携してソフト面の
充実を図る．

●施設の新設及び既存施設の効果維持
を図る．

●藻場に配慮する．

●自然公園指定地域での景観に配慮す
る．
●自然海浜の維持に配慮する．

積丹町の一
部

3/3

環
境

海岸保全施設の効果の維
持

●波浪による越波被害

●津波被害が懸念されて
いる．

防災ソフト対策の充実

沿岸域における動植物の
生息・生育環境の保全

●藻場の減少

●海中公園地区の環境悪
化が懸念されている．

●特定植物群落及びハマ
ナス，ハマボウフウ等の海
浜植生の減少が懸念され
ている．

●海岸景観の悪化が懸念
されている．

海岸景観の保全

積
丹
半
島
ゾ
ー

ン

防
護

1/3～3/3

利
用



海岸の保全に関する基本的な事項及び海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
後志檜山沿岸
奥尻ゾーン（奥尻島（奥尻町））

天端高（T.P.m） 天端高（T.P.m）

① 奥尻町 88 稲穂 海栗前地先 水管理・国土保全局 ①-13 離岸堤 ○ 60 - 750 +2.4 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

堤防 ○ 840 +9.0～+9.4 840
+9.5～+9.8 

(+5.4)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

突堤 ○ 3基80 +2.0 3基80 +2.4
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

稲穂地先 水産庁 ①-14 離岸堤 ◎ - - 450 +2.4 住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 1,571 +4.4～+9.1 1,571
+6.9～+9.1 

(+5.4)
住宅地

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

奥尻（稲穂地区）漁
港

水産庁 ①-16 胸壁 ◎ - - 209
+6.9 
(+5.4)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

稲穂 稲穂地先 水管理・国土保全局 ①-15 離岸堤 ◎ - - 2基40 +2.4 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 560 +2.0 560 +3.4
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

堤防 - 800 +9.0～+9.4 800
+9.0～+9.4 

(+5.4)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 60 +1.6～+5.7 60 +2.0～+6.1
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

89 勘太浜地先 水産庁 ①-1 離岸堤 ◎ - - 150 +2.4 住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 - 326 +9.1 326
+9.1 
(+3.3)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 21 +2.0 21 +2.4
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

90 宮津 宮津地先 水管理・国土保全局 ①-2 離岸堤 ◎ - - 200 +2.4 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 - 200 +5.4 200
+5.4 
(+3.3)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

堤防 - 270 +5.3 270
+5.3 
(+3.3)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

突堤 ○ 2基160 +0.8～+1.0 2基160 +1.2～+1.3
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 5基140 +1.8 5基140 +2.2
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 350 +5.2～+5.3 350
+5.8 
(+3.3)

・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

91 球浦 東風泊地先 水管理・国土保全局 ①-3 緩傾斜護岸 ○ 750 +5.3 750
+5.4～+6.3 

(+3.0)
住宅地

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

堤防 ◎ - - 750
+5.4 
(+3.0)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 5基310 +1.8～+2.3 5基310 +2.2～+2.7
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

球浦 球浦地先 水管理・国土保全局 ①-4 離岸堤 ◎ - - 1,480 +2.4 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ◎ - - 1,480
+5.4 
(+3.0)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

堤防 ○ 1,890 +5.2～+5.6 1,890
+6.0 
(+3.0)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

突堤 ○ 1基20 +2.0 1基20 +2.4
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 20 +1.2 20 +1.6
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

92 奥尻港 奥尻地先 港湾局 ①-5 潜堤 ◎ - - 500 -1.0 住宅地
 

堤防 ◎ - - 500
+5.4 
(+3.0)

 

奥尻 奥尻地先 水管理・国土保全局 ①-6 離岸堤 ◎ - - 150 +2.4
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 230 +5.4～+5.8 230
+6.0～+6.8 

(+3.0)
住宅地

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

鳥頭川地先 水管理・国土保全局 ①-7 離岸堤 ◎ - - 450 +2.4 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 650 +5.3～+5.8 650
+5.8 
(+3.0)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

93 赤石 赤石地先 水管理・国土保全局 ①-8 離岸堤 ◎ - - 300 +2.4 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 300 +5.2～+5.7 300
+5.8～+6.7 

(+2.7)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

赤石地先 水産庁 ①-9 消波堤 ◎ - - 50 +5.8 住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 302 +4.1～+5.5 302
+5.8 
(+2.7)

住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

赤石 山ヶ岬地先 水管理・国土保全局 ①-10 離岸堤 ◎ - - 1,540 +3.4 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

離岸堤 ○ 2基60 +2.0 2基60 +3.4 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 2,300 +5.4 2,300
+5.8～+6.4 

(+2.7)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

奥尻（稲穂
地区）漁港

●施設の新設及び既存施設の効果維持
を図る．

海岸保全施設の効果の維
持

奥尻（勘太
浜地区）漁
港

●波浪による越波被害
●施設の老朽化

維持又は修繕の方法大
項
目

小項目

現状の問題点 海岸保全の方向・施策
状況下段（）内は

設計津波水位

番
号

事項 市町村名 地区番号 地区名 計画区域

ゾ
ー

ン
区
分

図面番号

課題 海岸の保全に関する事項 海岸保全施設の整備に関する事項

受益の地域及びその状況区域

種類
新設「◎」
改良「○」
現況「－」

規模（現況） 規模（計画）

所管省庁区分 区域番号 延長等 延長等 地域

1/4

2/4

奥尻（赤石
地区）漁港

奥尻町の一
部

奥
尻
ゾ
ー

ン

防
護



海岸の保全に関する基本的な事項及び海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
後志檜山沿岸
奥尻ゾーン（奥尻島（奥尻町））

天端高（T.P.m） 天端高（T.P.m） 維持又は修繕の方法大
項
目

小項目

現状の問題点 海岸保全の方向・施策
状況下段（）内は

設計津波水位

番
号

事項 市町村名 地区番号 地区名 計画区域

ゾ
ー

ン
区
分

図面番号

課題 海岸の保全に関する事項 海岸保全施設の整備に関する事項

受益の地域及びその状況区域

種類
新設「◎」
改良「○」
現況「－」

規模（現況） 規模（計画）

所管省庁区分 区域番号 延長等 延長等 地域

① 奥尻町 94 松江地先 水産庁 ①-11 離岸堤 ◎ - - 225 +2.4 住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 - 389 +8.8～+10.8 389
+8.8～+10.8 

(+2.7)
住宅地

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

松江 松江地先 水管理・国土保全局 ①-12 離岸堤 ◎ - - 2,550 +2.4 住宅地
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

堤防 - 1,830 +10.8～+11.0 1,830
+10.8～
+11.0 

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 ◎ - - 2,150
+10.8 
(+2.7)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 ○ 1,000 +10.8 1,000
+11.8 
(+2.7)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

突堤 ○ 2基60 +2.0 2基60 +2.4
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

消波堤 ○ 20 +5.4 20 +5.8
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

95 青苗漁港 青苗漁港 水産庁 ①-17 胸壁 ◎ - - 710
+5.8 
(+2.7)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

96 米岡 米岡地先 水管理・国土保全局 護岸 ○ 1,900 - 1,900
+6.9～+0.0 

(+5.4)

97 湯浜 湯浜地先 水管理・国土保全局 護岸 ○ 7,000 +4.8～+6.8 7,000
+7.4 
(+5.4)

・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

突堤 - 110 +1.3～+3.7 110 +1.3～+3.7
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

1/4 98 神威脇漁港 神威脇漁港 水産庁 ①-18 胸壁 ◎ - - 270
+6.9 
(+5.4)

・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

② 95 青苗漁港 水産庁 ②-1 離岸堤 ◎ - - 950 +2.4 住宅地
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 950 +4.5～+13.4 950
+5.8～+14.4 

(+3.6)
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

護岸 ○ 1,670 +4.5～+13.4 1,670
+5.8～+13.4 

(+3.6)
・現在行っている漁港施設等のパトロール体制により適切な維持・修繕を行う。

青苗 水管理・国土保全局 ②-2 護岸 ◎ - - 300
+11.7 
(+5.1)

公園・工業地
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

護岸 ○ 1,000 +4.5～+4.6 1,000
+5.8～+11.7 

(+5.1)
・現在行っている日常巡視に加え、長寿命化計画に従い点検を実施し、適切な
維持・修繕を行う。

突堤 ○ 4基100 +2.0 4基100 +2.4
・現在行っている日常巡視（月１回の通常、年１回の定期、異常時パトロール）
により、適切な維持・修繕を行う。

③ ゾーン全域

④ ●藻場に配慮する． A

B

C

⑤ D

⑥ E

ゾーン全域

⑦ F

⑧ G

ゾーン全域

⑨ H●パブリックアクセスを確保する．●海岸へのアクセスが困
難

海岸利用サービスの充実

海岸景観の保全

●藻場の減少

●地域と連携して海岸の歴史・文化の保
存継承へ配慮する．

●海岸の歴史の保存継承
が不十分

歴史・文化の保存継承へ
の配慮

多様化する利用の調整 ●海岸利用者間のトラブ
ルの発生が懸念される．

●地域と連携してモラルの向上を図るた
めの啓発活動を支援する．

●オジロワシ，オオワシの生息する自然
環境に配慮する．

●海岸景観の悪化が懸念
されている．

●ゴミによる景観悪化や動
植物の生態系への悪影響
が懸念されている．

●地域と連携して海岸におけるゴミ対策
や清掃等の海岸愛護活動を支援する．

海岸共生意識の啓発・活
動の支援

●自然公園指定地域での景観に配慮す
る．
●自然海浜の維持に配慮する．

●地域や関係機関と連携してソフト面の
充実を図る．

●津波被害が懸念されて
いる．

防災ソフト対策の充実

沿岸域における動植物の
生息・生育環境の保全

●ハマナス，ハマボウフウ
等の海浜植生の減少が懸
念されている．

●海浜植生に配慮する．

富里地先～青苗地
先

青苗地先～貝取澗
地先

●施設の新設及び既存施設の効果維持
を図る．

海岸保全施設の効果の維
持

●波浪による越波被害
●施設の老朽化

●汀線の回復及び現状の汀線維持を図
る．

●堤防整備により，砂浜幅
の減少が生じている．

砂浜の保全

2/4

3/4

1/4～4/4

環
境

●オジロワシ，オオワシ等
の貴重な鳥類の生息環境
の悪化が懸念されている．

奥尻（松江
地区）漁港

奥尻町の一
部

奥
尻
ゾ
ー

ン

防
護

3/4

3/4～4/4

1/4～4/4

利
用


